
■ お盆法要について （ご自宅） 

■ お盆法要について （本堂） 

新型コロナウィルスの影響により、今年までは、自粛とさせていただきます 

■ 初盆法要・年回忌法要について 

■ 一部、抜粋となりますが、公表させていただきました 

ここの住所は「水笠通」であり、蓮池地

区です。蓮生寺はこの方々の願い、地域

の方々の願いによって、生まれたことを

証明しています。それゆえ【蓮池地区

で、生まれた、お寺】蓮生寺となって

■ 令和６年５月、宗教法人 蓮生寺の正式な決定として、蓮生寺の元住職の[石井ひろのり氏]と、その実弟

（三男）[石井よしひさ氏]に対して、蓮生寺の僧侶としての活動を、停止させました。それはつまり、この者達と、

蓮生寺との関係が終了し、お取次ぎができなくなったことを意味しています。ここに報告をさせていただきます 

蓮生寺住職 尾上智和 

 

日程 開式時間 

８月４日 (日) １０時 開式 （終了 １０時３０分頃） 

８月１１日 (日) １０時 開式 （終了 １０時３０分頃） 

 

※ ご予約は不要です 

※ この日は、ご葬儀が入らない日程ですので、必ず開催いたします 

※ 過去帳（位牌）をご持参ください 

※ 今年は、５年ぶりの開催となり、個人情報の込み入った、下記の話にも時間を設けているため、

個人情報の保護、名誉への配慮の観点より、蓮生寺の門徒様のみのご参加とさせていただきます 

※ 読経２０分ほど、法話１０分ほどになります。その続きのままで、３年５ヶ月に及んだ話の質疑

応答の時間を設けますが、座談会のような形となるため、出入りは自由となります 

 

 

 

 

 

 

 

お約束方法 いつでも、お電話をいただければ幸いです 

日程 ご希望の日時を、お伝えください 

時間 ご希望のお時間を、お伝えください 

場所 本堂・ご自宅等、ご希望の場所をお伝えください 

 

※ 日時については、空いていない場合もありますので、候補を幾つかご用意いただいた上で、お電

話をいただけますと、スムーズに進んでまいります 

※ 蓮生寺のご門徒様が最優先に大切にさせていただくため、ご葬儀をされておられない初めての方

からの、仏事のご要望については、お受けできない場合もございます 

暑い夏となりそうですが、ともに体調管理に努め、素敵な夏にいたしましょう。合掌 

 

何事でも、蓮生寺電話☏０１２０－３６５－１５４まで、おかけください 

 

 

 
 

 

 

 

日付 蓮生寺が、僧侶の者達より、受けた行為（出来事） 

➀ 令和 2年 9月 18日(木) 日本弁護士連盟 (元)副会長を、弁護士に立てられ、通知書が届く 

② 令和 3年 11月 30日(火) 役員会議に基づく金銭支払い請求事件として正式に提訴される 

➂ 令和 5年 1月 1日(日) 原告が、前住職の妻と交代し、裁判が継続される 

➃ 令和 6年 2月 27日(火) 判決「原告（この僧侶の者達）の訴えを棄却する」 

➄ 令和 6年 5月 当該僧侶に対し「蓮生寺僧侶として活動を認めない」との通知済終了 

以上の流れとなりますが、ご注意いただきたいことは「この僧侶の者達の人格ではない」ということです。この話は【蓮生寺が、実際に、この者達が原因となる行為を受けた結果、組織として「忖度」や「身内に甘い」と、言われないほ

どに、組織として厳しく、決断を下した】という話です。もちろんのことですが、蓮生寺の現在のご門徒様には、寺報にて、より詳細な説明・報告を終えております。そして、上にある、このお寺の設立に関わる方々の願いが、まさに、

この地の願いであることを示しているため、蓮生寺の成り立ちの特性上、今回は、蓮生寺として大切な転機と捉え、掲示期間は１ヶ月として、地域の方々に、この掲示板を用いて、説明責任を果たさせていただきます 

ここからの話は例え話ですので、 【 学校＝蓮生寺 】 【 校長＝住職 】 【 （元）校長＝（元）住職 】 と、解釈していただければ、わかりやすくなろうかと思います。 

【 時期・期間 】 今では、なつかしい響きとなりましたが 「パンデミック」 「三密」 「緊急事態宣言」 という頃に始められた話です。上の表の ➀「はじまり」～ ➄「おわり」までは、３年５ヶ月以上（１２５７日間） 

【 蓮生寺の状況 】 蓮生寺としても、皆様と同じく、大一番であり、終わりの見えない中、耐えなければならない状況でした 

【 確認のための例え話➀ 】 例えば、とある学校が廃校の危機であった場合、学校を廃校させてまで、校長先生の生活を守りなさい。ということは、一般的には、正しい考えではないと、私は考えています 

【 確認のための例え話② 】 まして、「自分の生活を守れ」と言い出している者が、現在の校長先生ではなく、すでに退職している（元）校長先生が言ってこられる状況では、なおさら、正しい流れでしょうか？ 

【 実際に起きた、例え話 】 学校から（元）校長様に対し「申し訳が無い、気持ちはよく分かりますが、今は新型コロナの第１波が終わった頃で、この先、いつ終わるか分からないので、ここは、ともに我慢しましょう」と、呼びか

けますと、（元）校長先生が「それはダメだ、契約がある、これまで通りに、生活の支えを継続しなければ、裁判を起こしてやる」 と、（元）校長先生本人が、学校側を相手取り、裁判を起こしました。（上の表②）学校側は、ただただ

驚くしかありませんでしたが、学校を守る必要が出てきたため、その裁判に応じました。（元）校長先生側は、本人と、妻と子ども全員と、実弟と、実弟の妻も（元）住職側で裁判に協力され、残念な流れが始まり、進んでまいりました 

【 あらすじの最後 ～判決とその後、未来への決定～ 】 上の表➃判決「学校側は悪くありません。（元）校長は、そもそも、学校から生活を支えてもらうという契約自体が、成り立って

いないので、学校を相手取って、契約があると主張し、裁判を起こすこと自体、おかしいのですよ」という内容を、裁判所にて言っていただき、ここでようやく裁判は終了しました。その後、上の表➄となります

が、学校側としては、今後に向けて、学校の校内では（元）校長先生と、（元）校長先生側に付かれた方々と、会うことの無い状況を作らせていただいました 

【 総括 】  蓮生寺がもし、万が一にでも、この裁判に負けていれば、蓮生寺は今頃、空き地になっている可能性も否定できないほどの出来事でした。その間、私は「仏教・寺院・僧侶なのに残念である」と、思い続けていたの

で、ようやくの終了を喜んでおります。もちろん、この結果は、現在のご門徒様、現在の役員の方々の勇気によるものです。ありがとうございました。蓮生寺の未来を救っていただきました。もちろんこの結果に、上記の名簿の方々

も、お喜びいただいていると思います。しかし一方で、（元）住職や、（元）住職の実弟・妻・こども方と同級生であるなど、この度の裁判で、原告側の方々と、縁のある方々からすれば、金輪際、（元）住職方と、蓮生寺にて、お会いで

き無くなり、また、連絡のお取次ぎもできなくなってしまったことを、お詫び申し上げます。その中で１点だけ、ご安心いただきたいことは、６行上にある判決の中で「契約が成立していない」と認められた部分につきましては、蓮生寺

が今すぐにでも、「これまでの分を、返してください」と、（元）住職側に、求めていくことが出来ます。が、蓮生寺は、次に、再び（元）住職側が、何かをしてこられない限りは、許容したします。それら、もし、皆様が個人個人の関係で、

（元）住職側の方とお会いされた場合には、これまで通りに接していただければ幸いです。この度は、組織として、蓮生寺の未来のため、必要な変化でありますので、今後も、蓮生寺を応援していただけると嬉しい限りです。合掌 

諸般の事情（により） 

諸般の事情（により） 


